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寒川町公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

平成 27 年 12 月 28 日 

 

 

寒川町長 木 村 俊 雄       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



寒川町公印規程の一部を改正する訓令 

 

寒川町公印規程(昭和44年訓令第3号)の一部を次のように改正する。 

別表中「住民基本台帳カード」を「通知カード及び個人番号カード」に改める。 

附 則 

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。 


